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「
幕
藩
制
と
宗
教
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
迄
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
論
究
さ
れ
て
き
た
が
、
個
別
藩
の
宗
教
行
政
・
宗
教

の
実
態
等
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
数
量
的
に
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
私
は
、
個
別
藩
の
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
　
「
幕
藩
制
と
宗

教
」
と
い
う
問
題
解
明
に
必
要
な
一
つ
の
鍵
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
先
に
私
は
「
寛
文
年
間
水
戸
藩
の
廃
仏
殿
釈
」
（
近
世
仏
教
第
三
巻
二
・
三
号
）
に
お
い
て
、
近
世
初
期
の
水
戸
藩
に
お
け
る
仏
教
の

諸
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
密
教
系
諸
宗
派
の
勢
力
が
強
く
、
し
か

も
小
規
模
な
寺
院
経
営
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
開
創
年
代
が
一
四
五
〇
年
以
降
一
六
六
〇
年
代
迄
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
、
な

ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
徳
川
光
囲
の
宗
教
政
策
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
寺
院
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
寺
請
寺
院
の
経

営
を
安
定
化
し
、
さ
ら
に
祈
薦
寺
を
否
定
し
、
由
緒
あ
る
寺
を
保
護
し
、
有
力
寺
院
に
は
高
僧
を
招
請
す
る
な
ど
努
力
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
そ
の
こ
「
松
岡
藩
の
宗
教
」
（
日
本
仏
教
二
三
号
）
に
お
い
て
、
水
戸
の
支
藩
で
あ
る
松
岡
藩
に
つ
い
て
、
　
一
六
六
六
年
（
寛

文
六
）
に
お
こ
な
っ
た
廃
仏
致
釈
の
貫
徹
の
実
態
を
検
討
し
て
、
　
つ
ぎ
の
二
つ
の
結
論
を
得
た
。
第
一
は
、
こ
の
と
き
神
社
の
別
当
寺

に
処
分
が
集
中
し
、
と
く
に
有
力
な
地
位
を
得
て
い
た
真
言
宗
の
そ
れ
が
も
っ
と
も
打
撃
を
う
け
て
い
る
こ
と
、
第
二
は
、
山
伏
の
処
分

が
こ
の
と
き
に
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
一
方
一
郷
一
社
の
制
に
よ
っ
て
鎮
守
の
祈
疇
的
性
格
を
強
調
し
た
た
め
、
鎮
守
と
の
つ
な
が
り

に
お
い
て
山
伏
が
領
民
の
祈
疇
を
独
占
す
る
方
向
が
で
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
一
歩
す



’

1

す
め
て
一
六
九
六
年
（
元
緑
九
）
の
『
鎮
守
帳
』
の
分
析
を
中
心
と
し
て
水
戸
藩
の
神
社
整
理
の
実
態
を
明
確
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
元
緑
年
間
（
一
六
八
八
～
一
七
〇
三
）
と
い
う
時
期
は
、
全
国
的
視
野
に
お
い
て
宗
教
を
考
え
る
と
き
、
三
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一

に
は
、
＝
ハ
九
二
年
（
元
緑
五
）
全
国
的
に
、
本
末
帳
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
は
、
宗
門
檀
那
請
合
之
掟
（
東
照
宮
十
五
力

条
と
も
い
う
）
が
こ
の
時
期
に
偽
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
は
、
日
蓮
宗
不
受
不
施
．
悲
田
．
三
鳥
派
な
ど
に
対
す
る
統
制
が
、
　
一

段
と
強
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
は
本
末
関
係
の
強
化
と
同
時
に
、
幕
府
側
よ
り
す
る
寺
院
の
完
全
な
把
握
を

意
味
す
る
。
第
二
は
寺
檀
関
係
の
実
態
が
、
寺
の
一
方
的
な
搾
取
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
三
は
日
蓮
宗
が

そ
れ
ま
で
の
布
教
の
あ
り
方
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
一
応
『
鎮
守
帳
』
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
現
在
ま
で
の
調
査
で
私
が
そ
の
存
在
を
確
認
し
た
の
は
、
静
嘉
堂
文
庫
．
水

戸
彰
考
館
文
庫
・
水
戸
市
愛
宕
神
社
の
三
か
所
で
、
い
ず
れ
も
『
鎮
守
帳
』
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
が
、
記

載
の
内
容
か
ら
見
て
二
通
り
の
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
元
腺
年
間
（
恐
ら
く
元
緑
九
年
以
後
数
年
間
）
に

作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
内
容
は
、
村
・
神
名
・
社
殿
・
神
躰
・
支
配
人
・
司
祭
人
・
神
領
高

等
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
ま
た
と
く
に
社
名
変
更
・
八
幡
潰
等
に
つ
い
て
は
加
筆
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
彰
考
館
所
蔵
の
鎮
守
帳
を
中
心
に
、
静
嘉
堂
文
庫
本
・
愛
宕
神
社
本
を
照
合
し
て
、
集
計
の
完
全
を
期

し
た
。

第
一
章
　
唯
一
神
道
化
へ
の
道

①
神
体
の
統
一

　
第
1
表
は
一
六
九
六
年
の
神
社
改
で
、
神
体
の
変
更
を
行
な
っ
た
鎮
守
社
に
つ
い
て
、
そ
の
移
動
を
調
べ

た
も
の
で
あ
る
。
原
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神
体
の
上
に
記
号
で
書
き
こ
み
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
「
仏
御
取
上
鏡
納
る
分
」
、
△
は
「
仏
御
取
上
幣
納
る
分
」
等
と
い
う
よ
う
に
。

計

第1表　水戸領内鎮守神体の移動　1696年
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第
1
表
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
元
様
期
以
前
＠
鎮
守
の
な
か
で
少
く
と
も
五
九
社
は
、
仏
像
を
神
体
と
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
仏
像
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、
南
組
の
場
合
は
、
正
体
（
懸
け
仏
）
四
社
、
観
音
三
社
、
薬
師
三
社
、
十
王
一
社
、
不

記
四
社
。
武
茂
太
田
組
の
場
合
は
．
観
音
七
社
、
正
体
四
社
、
釈
迦
三
社
、
弥
陀
一
社
、
不
動
一
社
、
普
賢
一
社
、
薬
師
・
弥
陀
の
合
祀

一
社
、
観
音
．
不
動
の
合
祀
一
社
、
観
音
・
薬
師
・
地
蔵
の
合
祀
一
社
、
不
記
二
社
。
野
々
上
組
は
、
正
体
二
社
、
弥
陀
二
社
、
不
記

三
社
。
松
岡
組
は
一
五
社
す
べ
て
不
記
。
こ
の
よ
う
に
多
種
多
様
な
仏
像
で
あ
る
が
、
判
明
す
る
も
の
の
ベ
ス
ト
四
は
、
観
音
一
二
社
・

正
体
十
社
．
弥
陀
四
社
．
釈
迦
三
社
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
《
る
と
、
近
世
初
期
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
実
態
が
明
確

で
あ
る
。
そ
し
て
元
緑
九
年
神
社
改
の
と
き
、
仏
像
の
神
社
か
ら
の
追
放
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
神
体
は
、
仏
像
か
ら
何
に
変
更
さ
れ
た
の
か
、
表
に
み
る
如
く
、
幣
・
鏡
・
石
で
あ
る
、
し
か
し
石
は
一
社
だ
け
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
一
応
問
題
と
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
幣
四
四
社
・
鏡
一
四

社
で
、
四
社
の
う
ち
三
社
迄
が
幣
、
一
社
が
鏡
と
い
う
割
合
で
、
仏
像
に
か
わ
っ
て
登
場

し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
第
2
表
は
一
六
九
六
年
（
元
緑
九
）
に
お
け
る
領
内
鎮
守
五
五
五
社
の
神
体
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
領
内
鎮
守
に
お
け
る
神
体
の
第
一
位
は
幣
の
三
七
六
社
で
全

体
の
六
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
・
鏡
は
三
ゴ
社
で
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
幣
と
鏡
の

合
計
は
四
〇
七
社
、
全
体
か
ら
不
記
分
五
〇
社
を
除
け
ば
、
八
割
ま
で
が
幣
と
鏡
に
統
一

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
藩
の
神
体
統
一
化
は
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
し
か
し
こ
の
時
期
に
神
体
と
し
て
の
仏
像
が
全
く
排
除
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
必
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
も
そ
う
で
は
な
い
。
松
岡
組
・
武
茂
太
田
組
に
は
全
体
で
一
一
社
が
残
っ
て
い
る
。
仏

像
の
内
容
は
、
・
地
蔵
三
社
、
弥
陀
二
社
、
正
体
一
社
、
釈
迦
一
社
、
弥
陀
・
観
音
の
合
祀

一
社
、
観
音
・
正
体
の
合
祀
一
社
、
弥
陀
・
観
音
・
釈
迦
・
薬
師
の
合
祀
一
社
、
不
記
一

社
と
多
種
多
様
な
仏
像
が
、
な
お
神
体
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
木
像
五

第2表　水戸領内鎮守の神体　169

神 体1綱1 南 騰陣上劇 計

幣 67 106 132 70 1 376

鏡 11 2 12 6 31

木　　像 13 9 19 13 54

刀 2 1 2 5

石 2 9 3 14

仏　　像 2 9 11

その他 3 3 5 1 2 14

不　　記 10 15 16 6 3 50

1　計
1・・81 1381 …1 g

g
l

・
1 555

99

’



四
社
と
い
う
な
か
に
は
、
仏
像
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
入
っ
て
い
る
の
で
、
全
面
的
に
仏
像
が
排
除
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
ど
は
で
き

な
い
。

　
こ
の
ほ
か
石
一
四
社
、
そ
の
他
の
と
こ
ろ
に
一
括
し
た
が
、
熊
笹
・
硯
石
等
の
自
然
神
的
な
も
の
が
神
体
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
他
の
な
か
に
刀
五
社
・
鉾
三
社
等
と
武
具
を
神
体
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　
以
上
第
1
・
第
2
表
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
コ
①
神
仏
を
分
離
し
て
神
体
を
幣
．
鏡
等
に
統
一
し
た
ア
」
と
、
そ
し

て
そ
の
八
割
が
ほ
ぼ
貫
徹
し
て
い
る
。
②
な
お
未
だ
自
然
神
・
仏
像
・
武
具
な
ど
が
神
体
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
②
　
神
社
支
配
の
統
一
．

　
こ
こ
で
い
う
神
社
支
配
と
は
、
司
祭
権
の
支
配
を
指
す
。
第

3
表
は
、
領
内
鎮
守
の
司
祭
権
を
誰
が
に
ぎ
っ
て
い
た
か
、
に

つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
五
五
五
社
の
鎮
守
の
う

ち
、
あ
き
ら
か
に
神
官
が
司
祭
権
を
に
ぎ
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
も
の
は
二
八
六
社
で
、
全
体
の
五
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に

あ
た
る
。
す
な
わ
ち
ほ
ぼ
五
割
の
神
社
の
司
祭
権
は
神
官
が
に

ぎ
っ
て
い
た
が
、
の
こ
り
五
割
弱
は
に
ぎ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
か
ら
ば
神
官
以
外
の
だ
れ
が
司
祭
権
を
に
ぎ

っ
て
い
た
か
。
大
別
し
て
僧
侶
と
俗
人
（
こ
の
場
合
、
村
支
配

・
百
姓
支
配
を
さ
す
）
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
こ
の
二
老
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
て
み
る
。

　
僧
侶
に
よ
る
司
祭
は
一
八
九
社
で
あ
る
。
う
ち
宗
派
不
明
分

一
九
社
を
除
く
一
七
〇
社
の
内
訳
は
、
数
量
的
に
上
位
か
ら
山

伏
・
真
言
宗
・
天
台
宗
・
市
子
・
日
蓮
宗
の
順
で
、
い
つ
れ
も

第3表　水戸藩領内鎮守の司祭者　1696年
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密
教
系
の
も
の
が
強
く
、
僧
侶
中
に
お
け
る
密
教
系
の
比
率
は
九
五
・
九
パ
ー
セ
ツ
ト
と
圧
倒
的
で
あ
ゐ
。
　
こ
の
こ
と
を
忌
六
六
六
年
・

（
寛
文
六
）
廃
仏
殿
釈
で
密
教
系
寺
院
が
集
中
的
に
破
却
さ
れ
た
こ
と
と
考
え
合
せ
る
と
、
①
存
続
を
許
さ
れ
た
密
教
系
寺
院
は
、
鎮
守

と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
②
神
官
の
出
自
が
、
破
却
さ
れ
た
寺
院
の
僧
侶
で
あ
る
例
が
多
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
．
例
築
野
々
上
組
那
珂
郡
柳
沢
村
稲
荷
明
神
の
讐
は
、
漏
宜
新
之
丞
元
宝
善
院
（
真
言
ウ
不
）
・
唄
寛
文
六
年

還
俗
い
た
し
禰
宜
と
な
る
L
と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．

　
密
教
系
の
な
か
で
と
り
わ
け
目
立
つ
の
は
、
山
伏
の
八
八
社
で
あ
る
。
山
伏
の
処
分
が
一
六
六
六
年
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
、
す
で
に
の
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
寛
文
年
間
廃
寺
と
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
山
伏
が
入
ゲ
こ
ん
で
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
ほ
か
真
言
宗
．
天
台
宗
・
市
子
・
日
蓮
宗
な
ど
祈
禧
的
色
彩
の
強
い
宗
派
は
、
依
然
鎮
守
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
し
か
し
寛
文

以
前
の
よ
う
に
、
別
当
寺
と
し
て
真
言
宗
が
絶
対
的
優
位
を
占
め
た
時
点
と
は
異
な
り
、
一
六
九
六
年
に
お
い
て
は
神
官
と
山
伏
に
そ
の

地
位
を
奪
わ
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
俗
人
支
配
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
村
支
配
と
百
姓
支
配
で
あ
る
が
、
何
故
ご
の
時
期
に
こ
の
よ
弥
な
も
の
が
存
在
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
村
皮
配
の
場
合
は
、
①
寛
文
の
廃
仏
鍛
釈
に
よ
っ
て
別
当
寺
が
破
却
さ
れ
た
た
め
に
、
鎮
守
の
管
理
者
が
な
く
な
っ

た
と
も
考
、
兄
ら
れ
る
。
②
村
鎮
守
は
、
本
来
的
に
は
村
支
配
が
原
型
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
百
姓
支
配
の
場
合
は
、
①
鎮
守
の
存
在
す

る
土
地
の
除
地
権
を
藩
が
み
と
め
ず
、
百
姓
地
（
年
貢
地
）
と
し
た
た
め
、
形
式
的
に
は
百
姓
の
支
配
と
な
っ
た
も
の
か
。
②
あ
る
い
は

別
当
寿
の
僧
侶
が
遷
俗
し
て
帰
農
し
た
も
の
か
。
等
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
。
し
か
し
村

支
配
．
百
姓
支
配
の
三
三
社
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
土
地
の
持
高
は
最
高
が
六
石
で
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
三
石
以
下
で
あ
り
、
持
高

な
し
の
鎮
守
が
一
七
社
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
土
地
の
収
益
が
僅
少
で
あ
る
と
い
う
点
は
一
致
す
る
が
、
こ
れ
と
て
俗
人
が
何
故
支
配

し
た
か
の
き
め
手
に
は
な
ら
な
い
。

］01

③
神
領
支
配
の
変
化

、

　
神
領
の
支
配
権
が
必
ら
ず
し
も
司
祭
権
と
同
一
で
は
な
い
が
、
神
領
は
神
社
経
営
の
有
力
な
財
源
で
あ
る
か
ら
、
神
領
支
配
者
が
ど
う

変
っ
た
か
と
い
う
事
は
、
神
社
経
営
が
ど
う
変
化
し
た
か
の
指
標
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
支
配
の
変
化
の
史
料
が
明
ら
か
な
の
は
松
岡



i

’

　
一
六
六
六
年
の
廃
仏
殿
釈
で
処
分
さ
れ
た
別
当
寺
に
つ
い

て
、
そ
の
司
祭
権
が
誰
の
手
に
移
っ
た
か
を
示
し
た
の
が
第

④
別
当
寺
の
処
分
と
司
祭
権
の
変
化

第4表水戸藩（松岡組）
　　　神領支配の変化

　　　　　　1696年

支配・移馴神緻

官
伏
　
明
宗
宗

　
　
　
淋
言
台

神
山
村
宗
真
天

↓
↓
↓
↓
↓
↓

宗
言
〃
〃
〃
〃
〃

真

4
5
2
1
2
1

1
1

計 135

第5表・水戸藩別当寺処分と司祭者の変化

神　社　名 困名1 旧別当寺院 1処州 新　司　祭　者

酒烈明神 馬　　渡 福正院（真言宗） 元俗 小池河内

八　幡（潰） 下土木内 東正院（　〃　） 潰 五十嵐
羽黒権現 田中内 文殊院（　〃　） 元　俗 市瀬伊豆

明世明神 亀　　作 相応院（　”　） 無　住 黒沢大和

熊野権現 常福寺 照徳院（〃　） 元　俗 熊之坊（山伏力）

稲荷大明神 久　　慈 威徳院（　〃　） 〃 千蔵院（山伏）

＋殿明神 松　　井 定福院（　〃　） 潰 重々院（〃）
津　明　神 川　　尻 吉祥院（　〃　） 死　去 大津源太夫

十殿明神 田　　尻 観音寺（　〃　） 欠　所 空窪寺（山伏）

六所明神 滑　　川 鏡智院（　〃　） 死　去 千手院（〃）

神峯権現 宮　　田 薩壊寺（　〃　） 〃 高野摂津

川
訪
子
野
郷
師

　
　
原
高
聯

介
諏
河
南
伊
伊

神
神
社
神
神
神

明
明
神
明
明
明

　
　
天

　
　
　
　
大
大

島
訪
野
島
荷
訪

鹿
諏
小
鹿
稲
諏

正善院（　〃　）

常願寺（〃）
普倫寺（〃）
徳乗院（　〃　）

長印坊（〃）
泉成院（〃）

組
だ
け
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
一
六
六
三
年
（
寛
文
三
）
水
戸
開
基
帳
に
み
え
る
松
岡
組
の
別
当
寺
は
三
五
か
寺
で
、

い
て
は
、
前
代
ま
で
真
言
宗
で
あ
っ
た
も
の
が
、
い
ず
れ
も

神
官
・
山
伏
に
変
っ
て
い
る
コ
ー
ス
の
多
い
の
が
目
に
つ

く
。
こ
の
こ
と
は
神
社
の
経
営
権
が
、
神
官
・
山
伏
と
い
う

職
業
的
神
職
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
寛
文
段
階
（
＝
ハ
六
一
－
七
二
）
に
は
絶
対
的
優
位

を
占
め
た
真
言
宗
の
別
当
寺
が
、
こ
の
段
階
で
神
官
・
山
伏

に
そ
の
支
配
権
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
真
言
宗
で
あ

年9616

者祭司新分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
力
伏
’
　
伏
！

　
　
　
　
伏
山
、
　
山
，

　
　
　
　
山
（
（
夫
（
（

内
嵐
豆
和
（
院
院
太
寺
院
津

瀾
＋
鯉
崩
蔵
・
灘
窪
手
蝦

小
五
市
黒
熊
千
重
大
空
千
高

俗
　
俗
住
俗
　
　
去
所
去

　
潰
　
　
　
　
〃
潰

〃

潰

元俗
潰

欠落
潰

死去

　〃

　〃

海蔵院（山伏）

千福寺（天台）

空窪寺（山伏）

善蔵院（〃）
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る
。
　
一
六
九
六
年
に
お

’



、

5
表
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
史
料
の
揃
っ
て
い
る
松
岡
組
を
と
り
あ
げ
た
。

　
松
岡
組
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
処
分
さ
れ
た
別
当
寺
は
一
七
か
寺
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
真
言
宗
で
あ
る
。
そ
し
て
処
分
さ
れ
た
別
当
寺

の
あ
と
に
神
，
社
の
支
配
者
と
し
て
入
っ
た
の
は
、
神
官
八
社
・
山
伏
八
社
・
天
台
宗
寺
院
一
社
で
、
こ
の
う
ち
天
台
宗
の
一
社
を
除
け
ば

そ
の
す
ぺ
て
が
神
官
と
山
伏
の
支
配
に
移
っ
て
い
る
。
処
分
さ
れ
た
寺
院
に
つ
い
て
み
れ
ば
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
真
言
宗
で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
こ
れ
は
別
当
寺
と
し
て
真
言
宗
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
一
六
六
六
年
廃
仏
殿
釈
に
お
い
て
真
言
宗
が
集
中
的
に
処
分
さ
れ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

甲

⑤
権
現
か
ら
明
神
へ

’

　
神
仏
習
合
的
な
も
の
か
ら
神
道
へ
と
純
化
す
る
こ
と
が
元
豫
期
の
宗
教
政
策
の
基
調
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
述
べ
た
と

・
ろ
で
あ
る
が
、
・
・
で
は
そ
の
；
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
神
号
を
権
現
か
ら
明
神
に
改
め
て
い
る
．
・
と
に
気
づ
く
の
で
鎗
．
「
権

現
」
は
本
地
垂
　
説
に
・
・
て
、
在
来
の
諸
神
繕
び
つ
け
た
特
殊
な
神
号
・
し
て
蓮
し
た
も
の
で
、
『
神
道
名
目
類
聚
抄
（
5
）
』
に
は
、

「
権
現
号
勅
許
ノ
号
ナ
リ
、
両
部
習
合
ノ
社
二
此
号
ア
リ
」
と
み
え
て
い
る
。
．
一
方
「
明
神
」
は
、
①
『
松
落
葉
」
に
よ
れ
ば
「
名
神
」

と
同
じ
（
名
神
は
延
喜
の
制
の
由
緒
あ
る
宮
）
・
②
『
支
・
要
麗
に
・
れ
ば
、
茗
神
L
は
社
を
指
・
、
「
明
神
」
は
神
を
指
す
号
・

し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
　
「
明
神
」
号
は
仏
教
的
色
彩
が
な
い
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
第
6
表
は
『
鎮
守
帳
』
奥
書
に
、
領
内
鎮
守
の
神
号
を
惣
計
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
総
数
五
七
五
社
、
私
の
集
計
五
五
五
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社
と
は
二
〇
社
の
差
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
諏
訪
な
ど
上
・
下
と
数
え

れ
ば
二
社
乏
な
り
、
そ
の
他
の
場

合
も
上
ノ
宮
・
下
ノ
宮
と
数
え
れ

ば
同
じ
く
二
社
と
な
る
の
で
、
そ

れ
ら
の
差
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
一
応
鎮
守
帳
の
数
を

第6表水戸藩領内鎮
　　　　守の神号

　　　　　　　1696年

謝
価
6
m
4
9
6
3
2
’
4
正

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

神
現
皇
幡
社
王
神
神
神
神
神
音
天
蔵
宮
宮
神
社
宮
宮
者
見
円

　　

ﾆ
・
　
竜
財
轟
　
掘
行

明
権
天
八
日
天
番
荒
雷
八
天
観
弁
虚
五
本
山
夷
手
硯
役
妙
明

575計

、



そ
の
ま
ま
、
出
す
こ
と
に
し
た
。

　
第
6
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
明
神
号
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
に
比
し
て
本
地
垂
迩
説
に
よ
る
権
現
号
が
相
対
的
に
少
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
吉
田
神
道
の
理
論
に
よ
っ
て
、
本
述
縁
起
神
道
・
両
部
神
道
的
な
面
を
排
除
し
、
宗
源
神
道
に
近
づ
け
て
い

く
方
向
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
相
対
的
に
少
い
と
は
い
え
権
現
一
一
五
社
と
い
う
依
然
た
る
勢
力
、
°
さ

ら
に
八
幡
、
一
〇
社
、
番
神
六
社
、
数
は
少
な
い
が
観
音
・
弁
財
天
・
役
行
者
・
妙
見
な
ど
も
全
く
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
だ
わ
け
で
は
な

い
。
と
は
い
え
、
権
現
か
ら
明
神
へ
の
コ
ー
ス
が
こ
の
時
期
の
方
向
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

註
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
（
6
）

鎮
守
帳
…
…
水
戸
彰
考
館
所
蔵

ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

水
戸
開
基
帳
…
…
〃

神
道
名
目
類
聚
抄
…

松
落
葉
…
…

古
今
要
覧
…
…

…
古
事
類
苑
神
祇
部
』

　
〃

　
〃

一
六
〇
頁

一
四
三
頁

一
四
四
頁
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第
二
章
八
幡
社
の
破
却

①
潰
さ
れ
た
理
由

善
壕
れ
た
時
期
を
確
定
し
て
お
き
窓
。
『
鎮
守
帳
』
に
よ
れ
ば
、
「
在
々
八
幡
改
は
元
緑
九
年
子
年
也
」
と
み
え
、
ま
た
『
水

戸
紀
年
」
に
よ
れ
ば
元
緑
一
三
年
三
月
の
条
に
、
　
〔
邦
内
八
幡
祠
皆
破
却
の
命
あ
り
L
と
み
え
て
い
る
。
一
方
『
鎮
守
帳
」
に
み
え
る
年

代
の
は
っ
き
り
す
る
下
限
は
、
元
腺
一
一
年
一
〇
月
の
処
分
で
あ
ヴ
、
そ
の
こ
継
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
応
一

六
九
六
年
（
元
緑
九
）
を
上
限
と
し
、
一
七
〇
〇
年
（
元
線
＝
二
）
を
下
限
と
す
る
時
期
と
考
え
て
お
き
た
い
。
、

　
つ
ぎ
に
処
分
の
理
由
に
つ
や
て
は
、
つ
喜
の
二
っ
の
こ
乏
が
考
え
ら
れ
る
。
策
一
は
八
幡
が
源
氏
の
祖
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二



・

は
八
幡
が
唯
一
神
道
の
理
念
と
一
致
毒
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、
領
内
の
鎮
守
神
と
し
て
藩
主
の
祖
先
神
を
祭
る
こ
と
は
不
適
当
で

あ
る
、
第
二
は
本
地
垂
　
説
を
肯
定
す
る
八
幡
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
．
宗
源
神
道
化
へ
の
コ
ー
ス
を
設
定
す
る
唯
一
神
道
の
理
念
に
一
致

し
な
い
・
以
上
二
つ
㊨
考
え
方
に
も
と
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
と
・
ろ
史
料
未
発
見
の
た
め
推
察
の
域
を
で
な
い
が
、
結
果

か
ら
み
て
第
二
の
考
え
方
が
、
藩
主
の
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
②
　
八
幡
は
「
何
に
変
え
ら
れ
た
か

　
第
7
表
は
、
一
六
九
六
年
（
元
緑
九
）
～
一
七
〇
〇
年
（
元
緑
＝
二
）
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
八
幡
改
め
の
際
、
八
幡
が
何
に
か
え
ら

れ
た
か
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
新
神
名
は
、
一
七
〇
〇
年
現
在
の
も
の
で
あ
る
。

　
領
内
で
八
幡
改
め
が
行
な
わ
れ
た
神
社
は
『
鎮
守
帳
』
に
よ
れ
ば
七
三
社
で
、
改
変
さ
れ
た
新
神
名
の
ベ
ス
ト
三
は
、
吉
田
明
神
三

○
社
・
鹿
島
明
神
一
一
社
・
静
明
神
九
社
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
神
名
は
い
ず
れ
も
常
陸
国
の
一

ノ
宮
（
霧
明
神
）
三
ノ
宮
（
静
明
神
）
二
二
畔

ノ
宮
（
吉
田
明
神
）
で
あ
る
の
で
、
藩
主
が
こ
　
1
7

れ
ら
の
神
名
に
改
め
さ
せ
た
も
の
・
思
わ
れ
る
肋

が
、
ま
た
吉
田
神
道
の
影
響
も
忘
れ
て
は
な
ら
　
つ

な
い
・
＝
ハ
六
七
年
（
寛
文
七
）
一
〇
月
董
畷

徳
川
光
囲
は
、
吉
田
明
神
社
・
静
明
神
社
に
修
．
珂

復
を
袈
が
、
そ
の
・
い
神
全
錨
に
派
噸

遣
し
て
宗
源
神
道
を
学
ぽ
せ
て
い
る
の
で
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表

れ
ら
静
・
吉
田
両
社
の
神
人
達
が
中
心
に
な
っ
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

て
、
吉
田
神
道
の
教
義
を
浸
透
さ
せ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
か
允
く
な
か
。
し
か
し
神
名

綱副難隊上隆新神名
30

X
1
1
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
　
5
　
6
　
　
　
1

1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1

5
　
4
　
4

1
　
　
1

1
　
　
1
　
　
1

13

り
0
　
9
臼

1
　
1
　
1
甲

1

5
　
　
　
　
1

　
　
　
？

1
　
　
1
　
　
1

田
　
島
取
荷
神
羽
所
者
居
照
船
王
峨
訪
日
明
須
現

　
静
　
　
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
神
　
　
潰

吉
　
鹿
香
稲
天
・
白
四
役
折
天
岩
山
嵯
諏
春
国
地
権

gl22【18124173計
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①

鎮
守
の
実
態

第
三
章

村
鎮
守
の
制
度
化

③
八
幡
以
外
の
鎮
守
改

　
第
8
表
は
八
幡
以
外
の
も
の
で
、
改
め
ら
れ
た
神
名
に
つ
い
て
表
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
八
幡
改
め
の
神
社
数
七
三
社
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
一
一

社
、
六
分
之
一
に
も
達
し
な
い
の
で
、
同
じ
よ
う
に
論
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
　
　
　
　
ノ

一
応
そ
の
特
徴
を
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
鹿
島
明
神
・
熊
野
権
現
・
白
山
権
現
が
そ
れ
ぞ
れ
二
社
ず
つ
潰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
新
神
名
と
し
て
三
十
番
神
四
社
・
七
面
明
神
二
社
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
三
十
番
神

．
七
面
明
神
と
も
に
日
蓮
宗
の
別
当
寺
を
例
外
な
く
も
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
ら
ば
何
故
に
こ
の
時
期
に
日
蓮
宗
が
鎮
守
に
進
出
し
た
の
か
。
　
一
つ
に
は
一
六
九

一
年
（
元
豫
四
）
の
悲
田
宗
の
禁
止
に
よ
っ
て
、
日
蓮
宗
悲
田
派
・
不
受
不
施
派
は
実

質
的
活
動
が
不
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
別
当
寺
と
し
て
鎮
守
に
潜
入
し
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
註
（
1
）
　
水
戸
紀
年
…
…
国
立
国
会
図
書
館
蔵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
・

　
　
（
2
）
　
神
仏
分
離
史
料
　
下
巻
　
五
九
五
頁

’
年

　
o
o

　
1
7

改社神ゆ脚幡八表　第

旧擁名陵概矧村 名（釧新別当寺
五所明神

白山権現

　〃
二渡明神

鉾明神
熊野権現

笹尾神社

鹿島明神

　〃
熊野権現

明世明神

平明神
大宮明神

三十番神

　〃
七面明神

上ノ宮
三十番神

　〃
七面明神

亀
根
大
赤
千
富

作（松岡）

本（〃）

中（〃）

浜（〃）

波（南）

田（〃）

大山田上郷（武茂）

津　田（野々上）

市毛（〃　）
田彦（〃　）

願成寺（日蓮宗）

本法寺（〃　）

妙光寺（〃　）

無二亦寺（〃）

　〃　　（〃）

　〃　　（〃）

106 1

が
吉
田
．
静
に
変
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
吉
田
神
道
が
流
入
し
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
時
期
に
は
神
社

の
ほ
と
ん
ど
の
神
官
が
、
吉
田
家
発
行
の
神
官
任
命
状
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



第9衰　水戸藩領内鎮守の神名

1696年

1松岡陣騰1野・上i城下1合計

1鹿島明神

2吉田明神
3熊野権現
4諏訪明神
5稲荷明神
6香取明神
7山王権現

7天神社
9静明神
10春日明神

11牛頭天王

12十　　殿

12愛宕権現

12伊　　勢

15羽黒権現
16十二所明神

16三十番神

16津明神
19岩船　〃

19高房　〃

19大宮　〃

19沖州　〃

23七面　〃

23白羽　〃

23日　月　社

23高宮明神
23国神　〃

23Ei光権現
23十二所権現

23金砂権現
23近津明神

23明神

3
5
7
5
4
1

1

P
O
9
一

1
8
1
2
1
1
4
1
1
2
3
1
4

1

3
4
7
2
8
6
6
2

n
∠
1
　
　
　
　1

－
　
D

1
1
3

ー
ワ
一
3
5
1

1

1

7
0
1
4
6
2
8
6
5
4

6
δ
1
1
1

6
4
4
5∩δ
2

ウ
臼
1
3

2
4
4
3
4
　
1

1
7
4
4
4
3
1
2
6
7
2

2

つ
σ
－

ワ
一
2

1

1

1

1

1

1

1

4
7
9
5
3
2
5
5
3
2
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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（
1
）

　
一
六
六
三
年
（
寛
文
三
）
一
〇
月
の
鎮
守
数
に
つ
い
て
は
、
　
『
領
内
鎮
守
開
基
帳
』
に
よ
っ
て
一
七
五
社
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
神
職
に
つ
い
て
は
、
神
主
八
人
．
禰
宜
＝
ハ
九
人
．
社
人
天
人
．
市
子
六
人
の
ム
。
計
二
一
天
。
な
．
て
い
る
．
と
亀
で
鎮

守
の
制
度
化
は
、
　
一
六
六
六
年
（
寛
文
六
）
四
月
二
五
日
の
法
令
に
、
　
「
一
郷
一
社
之
鎮
守
は
、
急
度
致
二
崇
敬
甲
可
二
立
置
噂
レ
之
」
と
み

え
、
一
六
六
六
年
の
廃
仏
毅
釈
と
同
じ
時
期
に
、
領
内
鎮
守
を
制
定
↓
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
中
世
の
荘
園
神
的
な
も
の

か
ら
、
村
鎮
守
的
な
も
の
に
き
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
民
の
支
配
を
お
こ
な
お
う
と
い
う
方
向
が
み
え
て
い
る
。
例
え
ば
村
鎮
守

に
残
存
す
る
御
用
留
の
類
い
に
、
村
政
・
藩
法
な
ど
に
関
す
る
記
事
が
、
祈
薦
や
祭
礼
の
記
事
と
同
様
に
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の



こ
と
は
、
鎮
守
を
行
政
組
織
の
末
端
の
一
つ
と
し
て
利
用
し
、
藩
が
村
支
配
の
貫
徹
を
期
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
9
表
は
一
六
九
六
年
現
在
の
領
内
鎮
守
の
神
名
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
五
五
五
社
の
う
ち
ベ
ス
ト
一
〇
を
み
る
と
、
ま
ず
第
一
位
は
鹿
島
明
神
の
九
四
社
で
、
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
圧
倒
的
優
勢
を
ほ
こ

っ
て
い
る
。
一
六
九
六
年
八
幡
改
め
で
一
一
社
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
世
以
来
の
鹿
島
信
仰
が
強
力
な
背
景
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
位
は
吉
田
明
神
の
三
七
社
で
、
こ
の
う
ち
三
〇
社
迄
が
一
六
九
六
年
八
幡
改
め
の
さ
い
増
加
し
た
分
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
を
境
に
吉
田
明
神
の
増
加
が
著
し
い
。
第
三
位
は
熊
野
権
現
で
、
二
九
社
、
こ
の
場
合
の
司
祭
権
は
一
六
九
六
年

以
降
に
お
い
て
も
、
別
当
寺
一
八
社
．
神
官
七
社
・
そ
の
他
四
社
と
、
依
然
別
当
寺
と
つ
よ
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
第
四
位
は
諏
訪
明
神

で
二
五
社
．
第
五
位
は
稲
荷
明
神
の
二
三
社
、
第
六
位
は
香
取
明
神
で
二
二
社
、
第
七
位
は
天
神
社
・
山
王
権
現
社
の
そ
れ
ぞ
れ
一
五
社

で
あ
る
。
つ
ぎ
に
第
九
位
の
静
明
神
＝
一
一
社
。
こ
の
神
社
は
延
喜
式
神
名
帳
に
み
え
る
由
緒
あ
る
大
社
で
あ
る
が
、
　
＝
二
社
の
う
ち
九
社

ま
で
が
八
幡
改
め
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
い
す
る
。
第
一
〇
位
は
春
日
明
神
一
二
社
。
第
一
一
位
か

略
第
二
三
位
ま
で
は
第
九
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
な
お
こ
の
表
に
な
い
三
社
以
下
に
つ
い
て
し
る
し
て
み
る
と
、
笠
原
明
神
・
八
幡
・

住
吉
明
神
．
湯
泉
明
神
．
八
竜
神
が
各
三
社
。
酒
烈
明
神
・
五
所
明
神
・
八
所
権
現
・
境
明
神
・
王
子
権
現
・
天
妃
山
権
現
・
六
所
明
神

．
白
山
権
現
．
大
三
ケ
明
神
．
雷
神
．
鷲
明
艸
．
手
子
崎
明
神
・
貴
船
明
神
・
真
弓
権
現
社
・
若
宮
八
幡
・
上
宮
明
神
・
箱
根
権
現
ザ
甲

明
神
．
三
宝
荒
神
．
飯
縄
権
現
．
三
島
明
神
・
富
士
権
現
・
御
札
明
神
が
お
の
お
の
二
社
。
　
一
社
の
も
の
は
、
半
田
明
神
・
西
宮
明
神
・

明
世
明
神
．
四
所
明
神
．
平
明
神
．
高
山
明
神
．
御
岩
山
権
現
・
堅
破
権
現
・
湯
殿
権
現
・
塩
釜
明
神
・
森
明
神
・
冠
者
明
神
・
安
良
川

八
幡
．
鏡
明
神
．
友
明
神
・
館
山
権
現
・
神
峯
権
現
・
山
神
・
武
熊
明
神
・
野
木
明
神
・
酒
門
明
神
・
役
行
者
・
大
洗
明
神
・
折
居
明
神

．
二
所
権
現
．
神
明
．
六
所
権
現
．
羽
荷
明
神
・
鉾
明
神
・
神
塚
明
神
・
柴
崎
朋
神
・
高
岡
明
神
・
御
領
明
神
・
藤
原
権
現
、
硯
宮
゜
・
今

宮
明
神
．
手
接
明
神
．
塩
宮
明
神
．
幡
明
神
・
夷
・
草
掛
明
神
・
風
隼
明
神
・
佐
加
利
子
明
神
・
花
園
権
現
・
笠
宮
明
神
・
飯
野
宮
明
神

．
小
聖
明
神
．
佐
伯
三
社
明
神
二
二
所
権
現
・
庭
渡
権
現
社
・
武
茂
権
現
・
向
田
権
現
・
榎
本
慈
明
神
・
笹
尾
明
神
・
越
方
明
神
・
戸
隠

明
神
．
女
体
権
現
．
白
鷺
明
神
．
佐
都
明
神
．
妙
見
・
七
所
明
神
・
金
砂
本
碧
P
赤
禾
明
神
・
嵯
峨
明
神
・
根
渡
明
神
・
寄
神
権
現
・
花

宝
明
神
．
大
鈴
明
神
．
王
子
権
現
．
関
戸
明
神
．
陰
陽
山
権
現
・
沼
尾
朋
神
》
権
現
・
新
宿
明
神
”
粕
源
明
神
、
弁
才
択
・
荒
神
ゲ
石
神

明
神
．
縞
で
掲
朋
漕
三
玉
明
神
．
熱
田
明
神
廟
形
朋
神
・
浮
鵜
神
・
地
須
澱
明
神
魂
月
朋
神
乏
、
．
巷
芝
参
種
多
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
十
．
転
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裡∴，

な
諜
灘
謎
塞
．
毛
八
歪
天
明
元
）
の
『
水
戸
領
分
無
ぱ
に
・
れ
ば
・
村
数
巽
・
募
で
、
翻
対
・

て
鎮
籔
の
五
五
五
社
は
ほ
璽
村
一
社
・
な
・
．
・
の
・
と
は
注
目
に
値
い
す
る
と
田
心
う
．
言
是
．
・
れ
を
＝
ハ
六
三
年
の
毛
五
社
に

比
較
す
れ
ば
約
三
三
倍
で
、
三
八
〇
社
の
増
加
・
な
る
が
、
・
れ
は
先
に
述
べ
た
・
う
に
＝
ハ
六
六
年
の
郵
一
社
制
に
よ
。
て
鎮
守

と
な
っ
た
も
の
で
・
＝
ハ
六
六
年
代
か
ら
一
六
九
六
年
に
至
る
ほ
ぼ
三
σ
年
間
に
鎮
守
・
し
て
蜘
畝
審
ご
れ
増
加
し
た
も
の
。
思
わ
れ
る
．

　
　
②
　
制
度
化
の
意
図

W
軽
ハ
慧
嚢
繍
縫
離
鞭
騒
留
ボ
輪
躯
壽
襲
朋
藍
襲
畿

民
か
ら
多
額
の
叢
を
行
な
う
・
・
を
排
除
す
る
た
め
．
第
二
に
は
、
藩
側
か
ら
す
る
イ
デ
オ
・
ギ
の
統
制
の
た
め
．
す
な
わ
ち
士
口
田

神
道
に
よ
・
て
・
鎮
守
か
ら
垂
　
的
・
神
仏
習
合
的
な
面
を
排
除
す
・
・
い
う
．
・
と
。
第
三
に
は
寛
文
か
ら
元
整
か
け
て
約
＝
一
八
〇
社

の
鎮
守
が
増
加
・
て
い
る
が
・
・
れ
は
蟹
位
に
よ
る
領
民
支
配
を
貫
徹
す
・
た
め
の
軸
・
し
て
、
設
定
。
た
も
2
、
は
あ
る
ま
い
か
．

第
四
に
は
・
寺
院
に
蒙
を
・
神
社
に
祈
禧
を
分
業
さ
せ
・
た
め
。
第
五
に
は
、
神
撃
身
分
と
し
て
固
定
化
。
専
茎
．
せ
。
た
め
．
第

六
に
は
・
神
社
を
中
世
以
来
の
荘
園
神
的
な
も
の
、
あ
・
い
讐
院
境
内
の
鎮
守
神
的
な
も
の
か
ら
、
近
世
村
落
の
神
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
行
な
う
た
め
、
等
の
理
由
で
こ
の
政
策
が
施
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
い
つ
ぼ
う
こ
の
時
期
に
お
け
る
鎮
守
の
動
向
を
み
る
と
、
山
伏
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
現
世
利
益
を
中
心
に
祈
疇
を
行
な
っ
て
い

・
る
こ
と
が
わ
か
る
・
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
祈
禧
を
中
心
と
し
て
い
る
寺
院
の
数
も
、
・
の
地
域
に
甚
だ
多
い
．
．
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
・
そ
こ
で
こ
れ
と
対
決
し
て
神
社
蛮
り
優
位
に
立
つ
た
め
に
は
、
イ
デ
オ
・
ギ
の
肉
付
け
と
し
て
排
仏
論
盗
目
定
す
る
士
口
田

神
道
と
猿
こ
と
・
さ
ら
に
政
策
的
に
は
一
郷
一
社
制
を
施
行
す
る
・
と
が
、
最
大
の
切
札
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
．
あ
捲
乗
じ
て
神
社

　
は
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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噂

，

③
土
浦
藩
の
神
社

　
（
i
）
　
神
社
の
支
配
者

　
こ
こ
で
は
、
水
戸
藩
に
隣
接
す
る
土
浦
藩
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
水
戸
藩
の
宗
教
構
造
を
理
解
す

稜
す
が
に
し
た
い
畠
号
。
第
袈
は
一
七
五
九
年
（
宝
暦
九
）
現
在
の
、
土
浦
藩
内
神
社
の
支
配
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ

る
。　

ま
ず
第
1
0
表
の
記
載
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
。
①
別
当
持
と
い
う
の
は
、
神
社
の
支
配
権
（
管
理
権
）
は
寺
が
も
ち
、
祭
礼
を
神
官

に
依
頼
す
る
も
の
。
②
両
部
持
と
は
、
神
社
の
支
配
権
を
神
官
と
寺
が
半
々
に
も
っ
て
い
る
も
の
、
恐
ら
く
司
祭
権
は
神
官
が
握
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
③
唯
一
と
は
、
神
社
の
司
祭
権
．
支
配
権
と
も
に
神
官
が
も
つ
も
の
。
④
百
姓
持
と
は
、
支
配
権
は
百
姓
が
も
ち
、
祭

礼
を
神
官
に
依
頼
す
る
も
の
。
⑤
寺
院
支
配
と
は
、
支
配
権
．
司
祭
権
と
も
に
僧
侶
が
も
つ
も
の
。
⑥
村
支
配
と
は
、
支
配
権
・
司
祭
権

と
も
に
村
が
も
つ
も
の
。
⑦
百
姓
支
配
と
は
、
支
配
権
・
司
祭
権
と
も
に
百
姓
が
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
鎮
守
の
み
で
は
な
い
の
で
ど
の
程
度
ま
で
比
較
で
き
る
か
困
難
で
あ
る
が
、
一
応
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
ま
ず
神
官
の
み
に
よ
る
支

配
に
つ
い
て
み
る
と
、
唯
一
持
は
六
九
社
で
全
体
の
一
一
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
と
僅
か
で
、
こ
れ
に
両
部
持
を
加
え
て
も
六
九
社
、
全
体
の
一
五

．
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ぬ
。
い
っ
ぽ
う
水
戸
藩
の
場
合
は
、
神
官
の

み
の
支
配
五
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
土
浦
藩
は
こ

の
段
階
に
お
い
て
神
官
の
専
業
化
が
あ
ま
り
進
行
し
て
い
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。

　
つ
ぎ
に
寺
院
支
配
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
寺
院
の
み
と
い
う
の
が
真
言

宗
三
五
七
社
．
天
台
宗
八
一
社
・
禅
宗
二
社
・
宗
派
不
明
二
社
で
あ

る
。
こ
れ
に
別
当
持
の
四
七
社
を
加
え
る
と
四
八
九
社
と
な
り
、
全
体

の
八
〇
．
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
絶
対
優
勢
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
水
戸
藩
の

第10表　土浦藩神社の支配

　　　　　　　宝暦9（1759）

支 配 人｛神社数

47

Q7

U9

P

357

81

　2

　2

13

X
2610
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持
一
持

当
部
　
　
姓

別
両
唯
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天台宗寺院支醗

禅宗寺院支配
宗派不明寺院支配

配
配
記

支姓

支
百
村
不

計
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ρ

場
合
は
寺
院
の
支
配
権
は
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
み
た
な
い
。
水
戸
藩
で
数
量
的
怨
単
純
な
比
較
で
土
浦
藩
の
一
七
五
九
年
段
階
と
同
じ
よ

う
な
時
期
は
と
い
え
ば
、
一
六
六
六
年
の
廃
仏
殿
釈
以
前
で
あ
ろ
う
。
さ
て
寺
院
支
配
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
目
立
つ
の
は
真
言
宗
寺
院

の
三
五
七
で
あ
る
。
さ
ら
に
別
当
持
四
七
社
に
つ
い
て
み
て
も
、
真
言
宗
が
三
七
社
を
占
め
、
つ
い
で
天
台
宗
四
社
・
禅
宗
三
社
・
宗
派

不
明
三
社
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
真
言
宗
寺
院
支
配
の
神
社
総
計
は
三
九
阻
社
、
寺
院
支
配
神
社
総
数
の
八
〇
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
を
し
め
て
断
然
第
一
位
で
あ
る
。
第
二
位
は
天
台
宗
支
配
の
八
五
社
で
約
一
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
真
言
宗
・
天
台
宗
を
併
せ
る
と
、
じ
つ

に
全
体
の
約
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
し
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
問
題
を
整
理
し
て
み
る
。
神
社
の
支
配
権
の
八
割
ま
で
を
寺
院
が
も
っ
て
い
る
こ
と
、
寺
院
が
支
配
権
を
も
ρ
て
い
る
う
ち
の

約
八
割
は
真
言
宗
で
、
天
台
宗
を
併
せ
る
と
九
割
五
分
に
達
す
る
こ
と
。
こ
れ
に
比
較
し
て
神
官
の
支
配
は
唯
一
が
一
割
一
分
、
両
部
を

併
せ
て
も
一
割
六
分
に
満
た
な
い
こ
と
、
か
く
て
神
官
の
占
め
る
割
合
が
甚
だ
低
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
①
寺
院
支
配
に
よ
る
神
社
の
多
い
こ
と
は
、
神
仏
習
合
的
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
こ
と
。
②
水
戸
藩
に
お
い
て
は
七
三
社
の
八
幡
社
を
潰
し
て
、
元
線
以
降
は
五
社
し
か
残
し
て
い
な
い
が
、
土
浦
藩
で
は

八
幡
社
が
四
八
社
も
存
在
し
て
い
る
。
な
お
管
見
の
限
り
で
は
八
幡
を
特
別
に
統
制
し
た
例
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
は
う
か
が

わ
れ
る
。
③
水
戸
藩
で
は
権
現
か
ら
明
神
へ
と
い
う
コ
ー
ス
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
権
現
と
明
神
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
特
別
の
配

慮
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
何
故
こ
の
様
な
格
差
が
で
て
き
た
か
の
問
題
を
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
、
一
六
六
六
年
寺
院
整
理
・
一
六
九
六
年
神
社
整
理

と
両
度
の
施
策
が
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
第
一
に
、
水
戸
藩
は
一
六
六
六
年
、
別
当
寺
と
神
社
と
の
関
係
を
切
る

政
策
を
断
行
し
て
い
る
が
、
土
浦
藩
に
は
そ
れ
が
な
い
。
第
二
に
、
水
戸
藩
は
一
六
六
六
年
以
来
寺
院
に
お
け
る
祈
禧
を
否
定
し
て
い
る

が
、
土
浦
藩
に
は
そ
う
し
た
施
策
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
水
戸
藩
は
一
郷
一
社
制
を
し
い
て
そ
れ
を
領
内
鎮
守
と
し
、
領
民

の
信
仰
対
象
と
し
た
の
に
対
し
て
、
土
浦
藩
で
は
小
社
が
寺
院
と
結
び
つ
い
て
祈
禧
に
よ
る
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。

第
四
に
水
戸
藩
は
一
六
九
六
年
神
仏
習
合
を
否
定
す
る
政
策
を
お
こ
な
っ
た
が
、
，
土
浦
藩
に
は
そ
れ
が
な
い
、
な
ど
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
注
目
す
べ
き
こ
と
を
一
・
二
あ
げ
る
と
、
①
山
伏
の
進
出
が
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
。
②
習
合
神
道
二
社
を
除
き
神
官
は
す

ぺ
て
吉
田
派
神
道
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
藩
に
お
い
て
は
近
世
初
期
に
別
当
寺
と
神
社
の
分
離
を
行
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
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第11表　土浦藩の村毎神社数　1759年

神社数1
村 名 村　数

1

2

3

4

5

6

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

長
有

上
毛

俣
田

川
新

・
谷

沢
上

平
・

・
田

松
新

小
監

・
将

境
・上

場
・
萱

宮
上

田
・

・
谷

田
山

新
・

沢
路

藤
渡

・
長

鳥
・

山
・

丸
長

・
鬼

泉
・

小
木

・
青

所
・

添
嶋

・
下

田
・

和
嶋

小
中

島
嶋

大
上

毛
場

粕
萱
辺

・
下
押
吉

子
・
下
・

野
砂
・

佐
押
田

・
・
新
・

圷袋司田瓜駅列村中　町横ロ瀬

研。4室花屋器土部土田畑
田

大
浜

里
沼

　
　
　
高
内
崎
・

　
　
　
小
中

井
門
岡
本
代
宿
・

口山ロ戸志大ト刻創虫

塚完籾石津高中

　
　
津

　
　
高

・
　
下

崎
　
　
・

山
　
　
塚

小
崎
松

田
り
根

村下間岩コ戸猶西即刺●

　
　
田

白
戸
新
成
ヱ
吉
山
細
沖
寺

・
宮
笹
　
・
右
…

河
・
大
坪
仁
代
谷
柳
村
東
軽
君
野
大
名
田

有
沼
・
岩
・
藤
源
平
田
・
下
・
手
・

殿
長
坂
村
中
辺

・
下
下
台
・
押

　
　
　
・
・
岡
上

戸
川
田
泉
高
・

・
日
坂
条
・
条
津

　
　
上
北
部
北
高
中

　
　
　
・
・
沢
・

・
成
部
嶋
・
形

　
田

　
小
東
山

田
　
・
　
・
畠

岩
国
岡
・

小
永
広
来

…
古
泉

　
貫
室
・
　
・

　
　
　
ノ
村
田

上
・
上
大
金

・
余
…

　
　
　
鍋
立
浦
泉

常
木
真
神
土
今

郷上
岡

間
福

岩
　
・

・
根

戸
西

猶
　
・

藤沢・大岩田

加茂（新治）

田村（筑波）

坂（新治）

永井（筑波）

17

20

12

13

12

12

6
4
5
6
3
1
0
2
0
1
0
0
．
0
1
0
1
1

合 十一言
ロ

1・・7
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㌧

水
戸
藩
に
み
る
よ
う
な
山
伏
の
進
出
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
時
期
す

で
に
吉
田
派
神
道
が
神
名
を
問
わ
ず
領
内
の
神
社
を
そ
の
傘
下
に
お
さ
め
、
村
落
内
に
根
づ
よ
く
浸
透

し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

　
（
茸
）
　
村
毎
の
神
社
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
第
1
1
表
は
土
浦
藩
に
お
け
る
村
ご
と
の
神
社
数
を
し
ら
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
神
社
が
存
在
す
る
一
一
七
か
村
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
村
一
社
の
村
は
一
七
か
村
で
、
全
体
の

一
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
全
体
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
村
落
に
二
社
以
上
の
神
社

を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
総
神
社
数
は
六
一
〇
社
で
あ
る
か
ら
、
一
村
あ
た
り
約
五
・
二
社
の
割
で
神

社
が
存
在
す
る
勘
定
に
な
る
。
な
お
一
村
あ
た
り
の
数
の
最
高
は
筑
波
郡
永
井
村
の
二
三
社
、
つ
い
で

新
治
郡
坂
村
の
二
二
社
、
第
三
位
は
筑
波
郡
田
村
の
二
〇
社
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
村
に
二
〇
社

゜
以
上
が
存
在
す
る
場
合
は
小
祠
・
小
社
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
．

　
そ
こ
で
水
戸
の
支
藩
松
岡
藩
の
場
合
を
み
た
の
が
、
第
1
2
表
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
時
代
は
や
や
さ
が
る
が
、
一
八
一
〇
年
（
文
化
七
）
の
『
松
岡
地
理
誌
』
に
よ
る
と
、
神
社
の
存
在

す
る
三
一
か
村
の
う
ち
、
一
村
一
社
の
も
の
は
二
七
か
村
で
全
体
の
ほ
ぼ
九
割
を
し
め
て
い
る
。
ま
た

　
一
社
以
上
と
い
っ
て
も
、
二
社
の
村
が
四
か
村
あ
る
だ
け
で
、
こ
こ
で
は
一
村
一
社
制
の
原
則
が
ほ
ぼ

達
成
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
－

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

註
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
（
6
）

領
内
鎮
守
開
基
帳
…
…
水
戸
彰
考
館
文
庫
所
蔵

破
却
帳
（
杉
山
叢
書
四
）
…
…
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵

水
戸
領
分
村
割
…
…
日
立
市
瀬
谷
義
彦
氏
所
蔵

土
浦
領
神
社
帳
…
…
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵

　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
κ

松
岡
地
理
誌
（
撮
影
本
）
…
…
高
萩
市
教
育
委
員
会
所
蔵

第12表　松岡藩の村毎神神社数．1810年

村数名村神社数

27

4

31

上手綱・下手綱・秋山・嶋名・安良川・高萩・赤準・栗野・
日棚・松井・嶋崎・足洗・上桜井・臼場・豊田・不皿・内野
・石岡・柳沢新田・若栗新田・上君田・下君田・大能・中戸
川・米平新田・鳥曽根・南田代

高戸・磯原・大津・横川

合 計

1

．
2

113

9



、

亀

む

す

び

駈

，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
六
九
六
年
（
元
様
九
）
と
い
う
時
期
は
、
水
戸
藩
に
お
い
て
領
内
鎮
守
の
制
度
化
が
一
応
完
結
し
た
時
期
と
考
え
、
い
く
つ
か
の
間

題
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
第
一
章
唯
一
神
道
化
へ
の
道
に
お
い
て
は
、
①
神
体
が
仏
教
的
な
も
の
か
ら
鏡
・
。
幣
に
統
一
さ
れ
て
い
く
過
程

を
、
②
神
社
の
司
祭
権
・
神
領
支
配
権
が
神
官
・
山
伏
に
統
一
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
、
③
権
現
か
ら
明
神
へ
の
変
化
を
、
そ
し
て
そ
の
い

ず
れ
も
が
唯
一
神
道
化
へ
の
コ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
を
み
た
。

　
第
二
章
八
幡
社
，
の
破
却
に
お
い
て
は
、
八
幡
の
破
却
に
問
題
を
し
ぼ
り
、
八
幡
が
唯
一
神
道
の
理
念
に
一
致
し
な
い
本
地
垂
　
的
要
素

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
領
内
の
有
力
神
社
名
に
改
称
さ
れ
て
い
く
過
程
を
み
た
。
ま
た
八
幡
以
外
で
破
却
さ
ぬ
た
神
社

も
い
く
つ
か
あ
る
が
そ
の
多
く
は
日
蓮
宗
の
別
当
寺
と
結
び
つ
く
七
面
明
神
・
三
十
番
神
等
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
第
三
章
村
鎮
守
の
制
度
化
に
お
い
て
は
、
鎮
守
の
一
村
一
社
の
制
度
化
は
一
六
六
六
年
を
境
に
促
進
さ
れ
、
一
六
九
六
年
に
一
応
完
成

を
み
て
い
る
こ
と
、
ま
た
神
名
で
は
鹿
島
明
神
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、
一
六
九
六
年
を
境
に
吉
田
明
神
・
静
明
神
等
が
著
し
く
増
加
し
て

い
る
こ
と
な
ど
を
の
べ
た
。
ま
た
そ
の
鎮
守
制
度
化
の
意
図
を
、
神
社
数
の
整
理
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
は
唯
一
神
道
化
、
さ
ら
に
体

制
的
に
は
一
六
六
一
？
一
七
〇
〇
年
の
段
階
に
中
世
的
神
社
（
荘
園
神
・
寺
院
境
内
の
勧
請
神
）
か
ら
近
世
村
落
の
鎮
守
と
し
て
の
位
置

づ
け
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
な
お
ま
た
水
戸
藩
の
宗
教
政
策
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
、
隣
接
す
る
土
浦
藩
の
神
社
に
つ
い
て
一
七
五
九
年
の
時
点
を
若
干
検
討
し

た
が
、
こ
こ
で
は
水
戸
藩
の
よ
う
な
一
貫
し
た
宗
教
政
策
は
施
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
外
形
は
水
戸
藩
の
一
六
六
六
年
以
前
の
如
き
宗
教
構

造
を
も
っ
て
い
る
が
、
反
面
吉
田
派
神
道
の
神
官
達
が
一
七
五
九
年
ま
で
に
は
完
全
に
領
内
の
神
社
を
支
配
し
て
お
り
、
徐
々
に
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

る
が
唯
一
神
道
化
へ
の
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
藩
主
の
権
力
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
た
水
戸
藩
の
そ
れ
と
違
っ

て
、
凛
言
宗
．
天
台
宗
の
別
当
寺
が
神
社
の
支
配
権
・
司
祭
権
と
も
に
握
っ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
幕
藩
体
制
の
意
図
し

た
宗
教
統
制
の
方
向
は
、
水
戸
藩
の
宗
教
構
造
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
関
東
に
お
け
る
一
般
的
な
藩
の
宗
教
構

造
は
、
恐
ら
く
土
浦
藩
の
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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附
記
　
こ
、
の
論
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
御
指
導
を
頂
い
た
伊
東
多
三
郎
先
生
・
渡
辺
保
先
生
・
木
村
礎
先
生
・
萩
原
竜
夫
先
生
に

厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
。
ま
た
史
料
閲
覧
に
際
し
て
便
宜
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
水
戸
市
史
編
纂
室
・
水
戸
彰
考
館
文
庫
・
静
嘉
堂
文

庫
・
愛
宕
神
社
の
御
好
意
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

ρ
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